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平
成
18
年
4
月
に
障
害
者

自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
明
確
な
数
値
目
標

を
定
め
、
具
体
的
な
サ
ー
ビ

ス
展
開
を
図
る
実
施
計
画
と

し
て
、「
八
潮
市
障
害
福
祉
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

　
今
回
は
、
こ
の
計
画
の
概

要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
 

    　
八
潮
市
障
害
福
祉
計
画
は
、
障
害
者
自

立
支
援
法
第
８８
条
に
お
い
て
作
成
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
国
の
基
本
方
針
に
即
し
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
お
よ
び

地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保

に
関
す
る
計
画
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

「
八
潮
市
障
害
福
祉
計
画
」
は
「
第
２
次

八
潮
市
障
害
者
行
動
計
画
（
平
成
１７
年
３

月
策
定
）
」
の
中
の
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備

計
画
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
 

  　
障
害
者
自
立
支
援
法
で
は
、
市
町
村
が

作
成
す
る
障
害
福
祉
計
画
の
期
間
に
つ
い

て
、
平
成
２０
年
度
ま
で
を
第
１
期
と
し
、

平
成
２０
年
度
に
必
要
な
見
直
し
を
行
い
、

平
成
２１
年
度
か
ら
３
年
間
の
第
２
期
の
計

画
を
定
め
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
 

 

                     （
1
）
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
 

①
居
宅
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）
 

　
自
宅
で
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介

護
等
を
行
い
ま
す
。
 

滷
重
度
訪
問
介
護
 

　
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
で
常
に
介
護
を

必
要
と
す
る
方
に
、
自
宅
で
入
浴
、
排
せ

つ
、
食
事
の
介
護
、
外
出
時
に
お
け
る
移

動
支
援
な
ど
を
総
合
的
に
行
い
ま
す
。
 

澆
行
動
援
護
 

　
自
己
判
断
能
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
方

が
行
動
す
る
と
き
に
、
危
険
を
回
避
す
る

た
め
に
必
要
な
支
援
、
外
出
支
援
を
行
い

ま
す
。
 

④
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
 

　
介
護
の
必
要
性
が
と
て
も
高
い
方
に
、

居
宅
介
護
等
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
包
括
的

に
行
い
ま
す
。
 

（
2
）
日
常
的
支
援
の
充
実
 

①
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
 

　
自
宅
で
介
護
す
る
方
が
病
気
の
場
合
な

ど
に
、
短
期
間
、
夜
間
も
含
め
施
設
で
入

浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等
を
行
い
ま

す
。
 

滷
生
活
介
護
 

　
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
方
に
、
昼
間
、

入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等
を
行
い

ま
す
。
 

澆
療
養
介
護
 

　
医
療
と
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
方
に
、

医
療
機
関
で
機
能
訓
練
、
療
養
上
の
管
理
、

看
護
、
介
護
お
よ
び
日
常
生
活
の
世
話
を

行
い
ま
す
。
 

④
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
 

　
障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
、
日
常
生
活
に

お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
集
団
生

活
へ
の
適
応
訓
練
等
を
行
い
ま
す
。
 

（
3
）
自
立
訓
練
の
充
実
 

①
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）
 

　
自
立
し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活

が
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
、
身
体
機
能

ま
た
は
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要

な
訓
練
を
行
い
ま
す
。
 

（
4
）
就
労
支
援
の
充
実
 

①
就
労
移
行
支
援
 

　
一
般
企
業
等
へ
の
就
労
を
希
望
す
る
方

に
、
一
定
期
間
、
就
労
に
必
要
な
知
識
お

よ
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練

を
行
い
ま
す
。
 

滷
就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）
 

　
一
般
企
業
で
の
就
労
が
困
難
な
方
に
、

働
く
場
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
知
識
お

よ
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練

を
行
い
ま
す
。
 

（
5
）
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
 

①
共
同
生
活
介
護
（
ケ
ア
ホ
ー
ム
）
 

　
夜
間
や
休
日
、
共
同
生
活
を
行
う
住
居

で
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等
を

行
い
ま
す
。
 

滷
共
同
生
活
援
助
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
 

　
夜
間
や
休
日
、
共
同
生
活
を
行
う
住
居

で
、
相
談
や
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い

ま
す
。
 

澆
施
設
入
所
支
援
（
障
害
者
支
援
施
設
で

の
夜
間
ケ
ア
等
）
 

　
施
設
に
入
所
す
る
方
に
、
夜
間
や
休
日
、

入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
等
を
行
い

ま
す
。
 

（
6
）
相
談
支
援
の
充
実
 

①
指
定
相
談
支
援
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画

作
成
）
 

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
自
ら

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
調
整
が
困
難
な

方
で
、
計
画
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く

支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
方
に
対
し
、
サ
ー

ビ
ス
利
用
計
画
を
作
成
し
ま
す
。
 

滷
相
談
支
援
 

　
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
等
、
障

害
の
あ
る
方
の
権
利
擁
護
の
た
め
に
必
要

な
援
助
を
行
い
、
障
害
の
あ
る
方
が
自
立

し
た
日
常
生
活
、
ま
た
は
社
会
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。
 

（
7
）
移
動
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等

の
支
援
 

①
移
動
支
援
 

　
屋
外
で
の
移
動
が
困
難
な
障
害
の
あ
る

方
に
つ
い
て
、
外
出
の
た
め
の
支
援
を
行

い
ま
す
。
 

滷
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
 

　
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
の
あ
る

方
に
、
手
話
通
訳
者
や
要
約
筆
記
者
の
派

遣
に
よ
り
、
意
思
疎
通
の
円
滑
化
を
図
り

ま
す
。
 

澆
日
常
生
活
用
具
給
付
・
貸
与
 

　
障
害
の
あ
る
方
に
対
し
て
、
特
殊
寝
台
、

入
浴
補
助
用
具
、
ス
ト
マ
用
装
具
（
蓄
便

袋
、
蓄
尿
袋
）
な
ど
の
日
常
生
活
用
具
の

給
付
や
福
祉
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
貸
与

を
行
い
ま
す
。
 

（
8
）
日
常
的
活
動
の
場
の
確
保
 

①
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
 

〈
基
礎
的
事
業
〉
 

　
創
作
的
活
動
ま
た
は
生
産
活
動
の
機
会

の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
等
を
行
う
も
の

で
す
。
 

〈
機
能
強
化
事
業
〉
 

　
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
に

３
つ
の
類
型
（
蠢
型
、
蠡
型
、
蠱
型
）
が

あ
り
ま
す
。
 

【
蠢
型
】
専
門
職
員
（
精
神
保
健
福
祉
士

等
）
を
配
置
し
、
医
療
・
福
祉
お
よ
び
地

域
の
社
会
基
盤
と
の
連
携
強
化
の
た
め
の

調
整
、
地
域
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
、

障
害
に
対
す
る
理
解
促
進
を
図
る
た
め
の

普
及
啓
発
等
を
実
施
す
る
。
 

【
蠡
型
】
地
域
に
お
い
て
雇
用
・
就
労
が

困
難
な
在
宅
の
障
害
の
あ
る
方
に
対
し
、

機
能
訓
練
、
社
会
適
応
訓
練
、
入
浴
等
の

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。
 

【
蠱
型
】
地
域
の
障
害
の
あ
る
方
の
た
め

の
援
護
対
策
と
し
て
地
域
の
障
害
者
団
体

等
が
実
施
す
る
通
所
に
よ
る
援
護
事
業
を

実
施
す
る
。
 

（
9
）
日
常
生
活
・
社
会
生
活
の
自
立
支

援
 

　
障
害
の
あ
る
方
が
そ
の
能
力
や
適
正
に

応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
・
社
会
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な

支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
 

①
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
 

　
重
度
の
身
体
障
害
の
あ
る
方
に
、
自
宅

を
訪
問
し
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

滷
更
生
訓
練
費
給
付
 

　
就
労
移
行
支
援
事
業
、
ま
た
は
自
立
訓

練
事
業
を
利
用
し
て
い
る
方
、
お
よ
び
身

体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者

療
護
施
設
を
除
く
）
に
入
所
し
て
い
る
方

に
更
生
訓
練
費
を
支
給
し
ま
す
。
　
　
　

澆
施
設
入
所
者
就
職
支
度
金
給
付
 

　
施
設
に
入
所
若
し
く
は
通
所
し
て
い
る

方
が
更
生
訓
練
を
終
了
し
、
ま
た
は
就
労

移
行
支
援
事
業
・
就
労
継
続
支
援
事
業
を

利
用
し
、
就
職
等
に
よ
り
自
立
す
る
方
に

就
職
支
度
金
を
支
給
し
ま
す
。
 

④
点
字
の
広
報
発
行
 

　
文
字
に
よ
る
情
報
入
手
が
困
難
な
視
覚

障
害
者
等
の
た
め
、
広
報
や
し
お
点
字
版

を
発
行
し
ま
す
。
 

潸
自
動
車
運
転
免
許
取
得
・
改
造
助
成
 

　
自
動
車
運
転
免
許
の
取
得
や
自
動
車
の

改
造
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。
 

澁
ふ
れ
あ
い
療
育
相
談
 

　
障
害
の
あ
る
子
ど
も
と
そ
の
家
族
に
対

し
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
方
（
理
学
療

法
士
・
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚
士
・
臨

床
心
理
士
・
保
育
士
）
に
よ
る
集
団
指
導

や
個
別
相
談
な
ど
を
行
い
ま
す
。
 

と
も
に
生
き
、と
も
に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
 

八
潮
市
障
害
福
祉
計
画

八
潮
市
障
害
福
祉
計
画
 

八
潮
市
障
害
福
祉
計
画

八
潮
市
障
害
福
祉
計
画
 

八
潮
市
障
害
福
祉
計
画
 

問 

内 

障
害
福
祉
課
　
蕁
　
４
５
３ 

計
画
の
期
間
 

具
体
的
事
業
 

計
画
の
性
格
 

平成 

【計画期間】 

17 18 19 20 21 22 23
西暦 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09 ,10 ,11

策定 見直し 

第2次八潮市障害者行動計画 

八潮市障害福祉計画 
第2期 第1期 

障害福祉サービス見込み量 

訪問系 
サービス 

日中活動系 
サービス 

相談支援 

居住系 
サービス 

居宅介護 
重度訪問介護 
行動援護 
重度障害者等包括支援 

生活介護 
日／月 858286154

実人数／月 39137

自立訓練 
（機能訓練） 

日／月 444444

実人数／月 222

自立訓練 
（生活訓練） 

日／月 11000

実人数／月 500

就労移行支援 
日／月 442222

実人数／月 211

就労継続支援 
（Ａ型） 

日／月 2200

実人数／月 100

就労継続支援 
（Ｂ型） 

日／月 1766644

実人数／月 832

実人数／月 100

時間／月 1,9311,004852

単　位 23年度 20年度 19年度 サービス 

療養介護 

人日／月 2098児童デイサービス 

共同生活介護 
共同生活援助 

実人数／月 441611

実人数／月 18119

施設入所支援 

実人数／月 1052指定相談支援 

人日／月 1198067短期入所 


